
＜総合事業（訪問型サービス）＞ 

運営に関する基準改正点 

１.身体的拘束等の適正化の推進 

概要 

運営基準に以下を規定する。 

⚫ 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。 

⚫ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。 

 


